
都市再開発法 (昭和44年法律第38号) 第99条の３第１項の規定により､ 金沢駅武蔵北地区第一種市街地再開発事業

(第四工区) の特定建築者を公募するので､ 都市再開発法施行規則 (昭和44年建設省省令第54号) 第34条の２第１項

の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成17年５月19日

金沢市長 山 出 保

１ 事業の名称

金沢駅武蔵北地区第一種市街地再開発事業 (第四工区)

２ 施行者の名称

金沢市

３ 応募者の資格

� 特定施設建築物を建築するのに必要な資力及び信用を有する者又はその条件を満たす共同企業体

� 特定建築者が取得することとなる施設建築物の一部の所有を目的とする施設建築敷地の共有持分の譲渡の対価

の支払能力がある者又はその条件を満たす共同企業体

� 平成17年５月19日から同月27日までの間､ 金沢市の入札において指名停止期間中でない者であり､ かつ､ 新潟､

富山､ 福井､ 石川各県における国､ 県及び市町村の入札においても指名停止期間中でない者 (共同企業体にあっ

ては､ 構成員のすべての者が該当しないこと｡)

� 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の４の規定に該当しない者 (共同企業体にあっては､ 構成

員のすべての者が該当しないこと｡)

� 参加申込書の提出日までに納期限の到来した市税及び１月前までに納期限の到来した国税 (法人税又は所得税

及び消費税をいう｡) を完納している者 (共同企業体にあっては､ 構成員のすべての者が該当すること｡)

４ 募集の概要

� 事務局

〒920－0852 金沢市此花町３番２号 ライブ１ビル２階

金沢市都市整備局再開発課

電話 076－223－2454 ＦＡＸ 076－224－2618

� 応募期間

平成17年５月19日 (木) から同月27日 (金) まで

� 募集要項等の入手方法

事務局で直接交付を受けるか､ 郵便で事務局へ請求し､ 又は金沢市ホームページを閲覧すること｡

� 提出書類

参加申込書及び参加資格を証明する書類

� 応募方法

事務局あて書留による郵送又は持参
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� 参加資格者の決定

提出書類に基づき参加資格の有無を審査し､ 参加資格者を決定し､ 応募者に通知する｡

� 事業提案書の提出

参加資格者は､ 平成17年６月17日 (金) までに事業提案書を提出する｡

５ 特定建築者の選定及び決定

事業提案書及び参加申込書類により､ 別に定める選定委員会による選定結果に基づき､ 石川県知事の承認を受け

た後､ 参加資格者の中から特定建築者を決定する｡
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